
とが

義務付けられています。

【水質汚濁防止法コ970年法律第138号 施行1972年】

この阻集器のことを『グリーストラップ』と呼んでいま

す。すべての営業用調理施設には、油脂等分離する

『グリーストラップ』の設置が義務付けとなってます。
【下水道法第12条 /給排水設備基準HASS 206 0976】
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くさい

グリーストラップの
の
汚れを「放置」すると
重大な営業ロスの原因となります!
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清掃されずに放置されたグリーストラップは、

悪臭、害虫の発生、配管詰り、油の流出、環境破壊など
さまざまな問題を引き起こします。

食中毒など大きな事故の原因となりかねません。

まあ大変 !

ゴミア〕ヾ全部カゴの上からあ′5ヽれているわ

不衛生だし、にあいもスゴイわね

0
外|こ池が出ている証拠 !

配管諾りや環境汚染ア〕心ヾ配だわあ…
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株式会社武生環境保ET L 77 2 12エ0 8田
産業廃棄物管理表 (マニュフェス ト)をお持ちでない方は～¥25で す。

ご安心ください!

グリーストラップは産業廃棄物です。弊社は産業廃棄物収集運搬・処分許可があります。
産業廃葉物収集運搬業許可番号 1815008070産業廃棄物処分業許可番号 1820008070

FAX 0778‐2■‐5353
担当/藤井・澤・木村・朝1井
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